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六ケ所再処理工場に関する定期検査計画書について 

 

 日本原燃（株）から安全協定に基づく報告がなされたので、別紙のとおりお知

らせします。 
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                       2021 再品発第 29 号 

                                                令和 3年 7月 9日                        

 

 

青森県危機管理局 

原子力安全対策課長 
竹ケ原 仁 殿  

 

           日本原燃株式会社 

常務執行役員 

再処理事業部長 

宮越 裕久 

 

 

 

  六ケ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試

験に伴う使用済燃料等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全

に関する協定第 11条第 1項の規定に基づく細則第 6条の定期検査の実施計画に

ついて別紙のとおり報告します。 

  

 



別紙 

 

六ヶ所再処理工場 定期検査実施計画 

 

 

１．実施予定期間 

令和 3 年 7 月 12 日 ～ 令和 4年 3月 31 日 

 

２．工程表 

  

年月 令和 3年 令和 4年 

4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

全体工程             

 

３．検査項目 

 

検査項目 検 査 内 容 

材料及び構造に係る検査 
安全上重要な施設等の系統に漏えいがないこと

が維持されていることを確認する。 

搬送設備に係る検査 
搬送設備に係る所定の機能が維持されているこ

とを確認する。 

使用済燃料の貯蔵施設等に係

る検査 

使用済燃料の崩壊熱除去機能が維持されている

ことを確認する。 

計測制御系統施設に係る検査 
計測制御系統施設に係る所定の機能が維持され

ていることを確認する。 



検査項目 検 査 内 容 

放射線管理施設に係る検査 
放射線管理施設に係る所定の機能が維持されて

いることを確認する。 

廃棄施設に係る検査 

気体状の放射性廃棄物が排気口以外の箇所より

排出されていないことおよび液体状の放射性廃

棄物が海洋放出口以外の箇所より放出されてい

ないことが維持されていることを確認する。 

換気設備に係る検査 
換気設備に係る所定の機能が維持されているこ

とを確認する。 

保安電源設備に係る検査 
保安電源設備に係る所定の機能が維持されてい

ることを確認する。 

 

４．特記事項 
  特になし。 
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